
第１号議案
令 和 ５ 年 度 事 業 報 告 に つ い て

令 和 ５ 年 度 事 業 報 告

  〔 概 要 〕

令和５年度は、５月には新型コロナウイルスの感染症区分が第２類から第５類へ

移行し、年度当初の事業計画が一部中止や延期になったが、主要な事業計画は

全て実施することができました。

特に、ぐんま環境フェスティバルは、１７年ぶりの群馬県庁での開催であったが、

多くの来場者に恵まれ大成功に終えることができました。

また、４ブロック研修会は例年通りの時期に開催することができ、多数の参加者で

充実した研修会でありました。

事業計画は、概ね計画通りに実施でき、当協会にとって充実した一年になりました。

   令和５年度回定時総会      第２３回ぐんま環境フェスティバル



令 和 ５ 年 度 事 業 報 告

［主 事 業 概 要］
１．(各支部)令和５年度定時総会開催

     新型コロナウイルス感染症の警戒度が「１」となったことから、各支部の事情に

則し、対面開催、書面開催両方での開催となった。

各支部令和５年度定時総会の議事は、「本部事業決算統一化」遵守しての

①令和４年度 事業報告･事業収支報告

②令和５年度 事業計画(案)･事業収支(案) 

  ③その他事業報告

※対面開催支部：前橋、高崎、桐生、伊勢崎、沼田、館林、渋川、安中（８支部）

紙面開催支部：太田、藤岡、富岡、吾妻（４支部）

令和５年度各支部定時総会の上程議案は慎重審議され書面決議をもって各支部

定時総会承認となった。

  ２．(本部)令和５年度定時総会

     新型コロナウイルス感染症は第５類に分類となったため、通常開催となった。

［ 定 時 総 会 次 第 ］

      ※(司会)事務局 吉野 一成 事務局長／多原 百合恵 職員による進行

    Ⅰ 表彰式
       １．ぐんま環境フェスティバル開催

     群馬県知事環境功績功労功績賞表彰
受賞者 高崎経済大学学長 水口 剛 様

片野 とし江 様
       ２．公益社団法人群馬県環境資源創生協会長表彰
         ① 組織運営功労表彰

         ② 適正処理推進員功労賞

    Ⅱ 定時総会
      ※開催成立有効定足数の確認。全員出席者数、委任状数により開催成立する。

       １．開 会 の 辞
       ２．協 会 長 挨 拶

       ３．来 賓 祝 辞
       ４．来 賓 紹 介

       ５．議 長 選 出
       ６．議事録署名人の選任

       ７．議     事
        第１号議案 令和４年度事業報告

        第２号議案 令和４年度収支決算並びに監査報告について
        第３号議案 令和５年度事業計画(案)承認について

        第４号議案 令和５年度収支予算(案)承認について
        第５号議案 定款変更の審議承認について

        第６号議案 任期満了に伴う役員の改選について
        第７号議案 その他



       ８．閉 会 の 辞
     令和５年度定時総会はご来賓のご臨席と協会員企業、協会長の出席にて開催され、

     全ての上程議案を承認可決し、無事終了した。

     

  ３．組織の拡大･拡充促進について

     公益法人移行後１２年、当組織のテーマである「信頼･協調･自立」を念頭に、

     更なる組織･業界の充実･健全化を目指し「本部事業決算統一化遵守」による組織

     運営は基より、優良事業者推進に関する会員加盟勧誘活動の積極的展開を図った。

  ４．労働安全衛生体制の整備確立の推進について

     厚生労働省群馬労働局のご協力のもと、労働安全衛生研修会を実施。

     １）開催日時：令和６年３月２５日（月）１０：００～１２：００

     ２）会  場：前橋問屋センター会館 ２Ｆ“華龍の間”

     ３）研修内容：講師：群馬労働局 労働基準部 健康安全課 木村 正義 氏

               「第１４次労働災害防止計画について」

            講師：群馬労働局 労働基準部 監督課   五十嵐 勇樹 氏

               「時間外労働上限規制等について」

労働安全衛生への取り組みと実践の重要性を再認識するべく積極展開を図った。

  ５．公益法人組織の事業に関する積極的展開について

     本協会では協会の事業運営を円滑に遂行を図ることとし組織体制に各委員会を

     設置、各委員は協会長が委嘱する。

     委員会は各主務内容の推進のため、委員会規則に各委員名並びに主務内容を

     分担し業務の遂行を図った。





公益社団法人群馬県環境資源創生協会

組   織   機   構

委 員 会 規 則

〔前 文〕

本協会では、協会の事業の運営を円滑に遂行を図ることとし、次の組織体制に各委員会を設ける。

※委員は協会長が委嘱する。

  委員会は、各々主務内容の推進のため、本委員会規則に各委員会名並びに主務内容を分担し業務の

遂行を図る。

委員会名 主務内容

環境保全保証基金委員会
・環境保全保証基金の運営管理並びに県行政との共催基金事業の実施

・事前調査・事業実施管理運営

施設管理委員会
・環境教育施設並びに処理施設確保に係る優良モデル事業化の促進対

策及び実施に係る関係機関・関係団体との連携による事業推進

倫理委員会
・組織の健全化推進に関する会員の資質研鑽、モラル向上に係わる審

議指導

議事運営委員会 ・上程議案の検討審議資料作成並びに議事円滑化運営

総務委員会
・組織規程・財務計画の立案、事務管理
・後継者の指導等育成並びに連携事業の促進等

組織委員会
・組織の拡大拡充、入会者加盟促進啓発
・入退会者並びに変更に関する調査審議
・組織の健全化に係る会員資質向上及び組織の統一運営

企画運営委員会
・講習会・研修会・啓発イベント等、協会の事業計画の立案作成及び

事業企画運営

事業推進委員会
・事業計画に基づく普及啓発イベント等事業運営推進
・関係機関、関係団体と連携促進

適正処理推進委員会

・適正処理の推進に係る処理システムの確立を図る
・組織に廃棄物適正処理推進委員12支部6名(計72名)を協会長が委嘱
・行政機関、関係機関と連携し不適正処理･不法投棄防止の巡視･啓発

推進

広報委員会
・組織運営に係る情報収集提供・機関誌の発行
・普及啓発活動･関連事業実施時等の報道機関との連携促進

ホームページ委員会
・協会の情報公開のためのホームページ運営並びに業務効率化、情報

基盤の強化を目指した組織会員相互の情報網の構築、整備を図る

災害廃棄物対策委員会

・国、県並びに市町村と連携し、地域社会に密着し災害時における災
害廃棄物の緊急処理保管施設の確保、設置

・災害廃棄物の適正処理の円滑化、的確な環境衛生施策の実施を目指
して災害廃棄物処理支援体制の構築・整備を図る

安全衛生委員会

（※(公社)全国産業資源循環連合会安全衛生委員会と連携事業）

労働衛生、安全管理体制の整備確立による労働における衛生、安全環
境整備並びに第三者機関に対する環境整備対策を策定し、労働環境の
整備・円滑化体制に万全を期し、労働事故・災害防止の徹底を図るこ
ととする。
・廃棄物処理時の衛生安全管理体制企画要領の徹底
・廃棄物の不適切物の再確認要領の徹底
・衛生安全・事故・災害対策要領の徹底
・作業用機械の日常の点検整備マニュアル徹底
・衛生安全着衣の徹底
・火気、爆発物の再点検の徹底
・一人作業の防止及び点呼の徹底
・その他

建設廃棄物対策委員会
・建設廃棄物の適正処理推進事業
・建設廃棄物処理･処分価格の調査



  ６．(県共催)産･官･学 連携 令和５年度４ブロック研修会開催について

     群馬県協会の主要事業である(県共催)産･官･学 連携 令和５年度研修会は、

      １）中毛ブロック(前橋会場) 前橋･伊勢崎支部(担当連携)

      ２）西毛ブロック(高崎会場) 高崎･藤岡･富岡･安中支部(担当連携)

      ３）北毛ブロック(渋川会場) 渋川･吾妻･沼田支部(担当連携)

      ４）東毛ブロック(太田会場) 太田･桐生･館林支部(担当連携)

     各会場は標記ブロック各支部連携担当により開催。

     行政機関と学界機関のご協力で各機関から優秀な講師を派遣していただき、

     全て素晴らしく充実した講義にて、産業廃棄物の適正な処理、持続可能な循環型

     社会の構築などを学習できた。

     受講者は、協会員はもとより各種企業団体、地方行政機関の職員も参加いただき

     意義ある研修会となった。





令和５年度 ４ブロック研修会状況

    前橋会場                高崎会場

          渋川会場                太田会場

  ７．(県共催)適正処理推進事業

不適正処理防止巡視活動の積極的展開について

     (公社)群馬県協会は地域社会に密着しての事業活動は、自然環境の保全･

     生活環境の保全に寄与を念頭に、県下に不法投棄防止立看板を制作設置

     (各支部 30 ヶ所＝12支部にて 360 ヶ所設置)、適正処理推進員(1支部 6名

     ＝12支部 72 名)を協会長が委嘱しての組織の先頭に立ち、適正処理推進を

     掲げ［許すな不法投棄監視区域］県行政･県警察本部･市町村･協会連記の

立看板の異常確認(広報設置確認済)を兼ねて、立看板設置周辺の除草整備 他

     不法投棄防止確認は、立看板設置間の巡視パトロール(月 1回)の実施のほか

     処理施設･各企業の資材置場･向上周辺の巡視啓発パトロールを、各支部組織

     による適正処理推進事業に関する啓発巡視活動の積極的展開を実施。

     尚、立看板、設置場所の再配置と共に老朽化が進んだ立看板は、取り換え

     などを実施した。



  ８．(県共催)全国環境美化（春･秋）活動の積極的参画について

     県共催事業として県行政機関の主導にて県下各地域において、全国環境美化

     活動が開催され、環境保全社会の形成推進を目指し各支部組織による

     ボランティア活動の参画は、県行政機関との連携事業として県下各地域の

     環境美化活動に関する積極的展開を図っている。

     本年は新型コロナウイルス感染症のため春は開催中止となったが、秋の開催

     には参加。

主要実施場所であるの榛名湖周辺の環境美化活動を実施。また、協会各

     支部組織による地域での美化活動に参画した。

  ９．適正処理推進事業 紙マニフェスト･電子マニフェストの

頒布啓発活動の積極的推進ついて

     適正処理推進事業の要であるマニフェスト頒布事業の推進は、(公社)全国産業

     資源循環連合会と(公社)群馬県協会との連携により啓発活動を推進した。

発生廃棄物の管理に関する利便性向上の推進として

     １）紙マニフェスト･電子マニフェストの普及啓発に関して廃棄物発生の

       管理システムに不可欠な廃棄物処理伝票による発生品目の細目管理･

       統計によるリサイクル化･再資源化･減量化を図り、環境と資源の保全

       に寄与･循環型社会の形成構築を目指す。

     ２）廃棄物の発生から処理までの管理システムの確立。

     ３）(公財)日本産業廃棄物処理振興センターと(公社)全国産業資源循環連合会

       との協議による(環境省)電子マニフェストの普及率向上を推進。

  １０．産･官･学連携(県共催)

令和５年度 第２３回ぐんま環境フェスティバル開催について

     １．開催日時  令和５年１２月９日(土)

     ２．開催場所  群馬県庁 １Ｆ県民ホール（南側）、及び、県民広場

     ３．来場者数  約８００名

     ぐんま環境フェスティバル実行委員会(60団体組織)主催の環境啓発イベントは、

     前年度、群馬県主催の「脱炭素ライフスタイルフェア」との同時開催であったが、

     令和５年度の開催は、４年ぶりの単独開催となった。

     ぐんま環境フェスティバル会場は、主に屋内の県民ホール（南側）会場と、

     屋外の県民広場会場に分かれて開催。

     県民ホール会場⇔県民広場会場への移動がスムーズに行くように、動線を

考慮した配置を行い、また、スタンプラリー設置場所も各所に配置し、

来場者がくまなく出展ブースを回れるように工夫を凝らした。

県民ホール会場は、持続可能な資源循環型社会の構築、環境保全の推進、



環境教育の実践などのテーマを中心とした展示とした。

県民広場会場は、ＥＶや水素自動車を展示すると共に、ＥＶを電源とした

新生活の提案、資源循環活動である廃棄物を利用したワークショップや、

ステージではＧ－ファイブによる環境寸劇を上演するなど、アトラクションを

中心とした参加型の環境啓発活動の展示を行った。

また、今年より始まった、福島での処理水の安全性を説明すると共に、福島・

三陸地方の海産物の展示即売会を実施し、風評被害への応援を実施した。

両会場とも、未来につながる環境啓発が実践でき、所期の成果を上げることが

できた。

第２３回ぐんま環境フェスティバル状況

  県民広場ステージ     開催本部事務局       県民広場(ｱﾄﾗｸｼｮﾝ)

大盛況のタイルアートブース    展示ホールブース    スマホ分解教室

  １１．令和５年度廃棄物不適正処理防止啓発活

動動画配信について
     

     昨年度より取り組み始めた動画配信は、非常に好評で、その効果も認められた

ことから、令和５年度も群馬県の動画配信サイト、及び、ユーチューブでの

     動画配信による啓発活動を実施した。動画の撮影場所として協会前橋支部の

     上毛資源株式会社様のご協力を得て作成して配信、好評を得た。

   



    

        

ユーチューブ動画の一部

  １２．(公社)群馬県協会における環境保全保証基金の運用管理、並びに

県行政機関との環境保全保証基金(運用益)事業の推進について

     当群馬県協会の平成元年法人化に伴う環境保全保証基金の創設(３年間にて

３億円拠出事業)は、基金拠出金に関わる特別措置法損金算入により３億円の

拠出達成ととなった。

     群馬県行政との連携による基金運用益事業として、下仁田町山間地域における

     原因者不明の不法投棄物の調査･不法投棄物の撤去事業を初事業として(県共催)

     不法投棄物緊急処理対策事業の名称にて薮塚本町地域、太田市東金井地域の撤去

     事業、県下各地域の生態系に関わる硫酸ピッチ不法投棄物の調査･撤去事業は、

     行政機関をはじめ市町村行政･関係自治会･県民より高く評価をされた。

     今年度は、基金の一部を群馬県グリーンボンドの購入にあてることにより、

     運用益の拡大、事業推進に県民より大いに期待されている。



  １３．(共催)公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター

産業廃棄物処理業許可取得講習会開催支援について

     産業廃棄物処理業許可取得講習会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の

     ため本年もオンライン講習会 (オンライン講習、試験は会場で実施)として

     実施となった。試験会場のソーシアルディスタンス確保のため参加人数を

     絞り１６回実施。会場設営、開催運営に関する積極支援を図った。

  １４．優良事業者認定制度に関する推進事業の促進について

     処理業界の健全･充実化促進事項

      １）優良事業者の資質研鑽に関する人材育成確保研修会･講習会 他 開催

      ２）各企業のレベルアップによる組織業界の健全化推進

      ３）関係行政機関との連携強化による研修･講習会の開催

      ４）上部機関(公社)全国産業廃棄物連合会による優良化推進事業の促進

      ５）電子マニフェストシステム加盟促進

      ６）エコアクション２１認証取得に関する普及啓発活動の促進

      ７）産業廃棄物の事業場外の保管事前届出制度の促進

      ８）各企業の優良化認定制度に関する相談支援活動

      ９）その他

     以上の各項目の優良事業者認定制度に関する推進活動の積極的展開を図った。

  １５．産業廃棄物処理検定 事前研修会開催

     人材育成強化推進事業として、 (公社)全国産業資源循環連合会が開催している

     「産業廃棄物処理検定」の受験に備えて、事前研修会を実施。

      １）開催日時 令和６年１月３１日（水）

      ２）開催場所 群馬建設会館 研修室①

      ３）受 講 料 無料

     模擬問題を中心に実践的な研修内容に、研修受講者からは好評を得た。



  １６．産業廃棄物適正処理研修会－ｅラーニング－開催

     人材育成強化推進事業として、令和元年度まで(公社)全国産業資源循環連合会と

     共催で実施してきた産業廃棄物処理業者研修会については、ｅラーニング形式で

     実施となった。協会員に対しては、積極参加を呼びかけた。

     「産業廃棄物適正処理研修会」を実施。参加者からは好評を得た。

     

  

１７．(県共催)産業廃棄物運搬車輌一斉路上調査

実施に関する積極参画について

     本事業は、産業廃棄物の不法投棄等不適正処理を未然に防止するため、産業

廃棄物不適正処理防止広域連絡協議会（通称：産廃スクラム３7）及び

     ９都県市首脳会議廃棄物問題検討会が主催して実施している、産業廃棄物収集

     運搬車両の路上調査に参加協力しています。

     本年度は、１０月５日（金）に昨年と同じ場所の国道１７号下り線、月夜野

     情報ターミナル駐車場で実施した。

     当日は晴天に恵まれ、群馬県や群馬県警察本部、前橋市、高崎市が参加し、

     当協会の本部(４名)、渋川支部(５名)、沼田支部(５名)、吾妻支部(７名)、

     G-FIVE（４名）の計２５名が協力した。

     当日は、NHK前橋放送局の取材もあり、路上調査の様子は当日の「ほっとぐんま

６３０」で放映されました。

     

－ 記 －

         実施日時  令和５年１０月５日(金) Am9:30～正午

         実施場所  国道１７号 下り線 月夜野情報ターミナル駐車場

         協会参加者 ２１名

   協力いただいた協会員     車両の調査 参加者による記念撮影

  



１８．関係機関･関係団体との連携強化による

循環型社会形成啓発事業の推進

   ［概 要］

     (公社)群馬県協会は行政機関のご指導ご支援により関係機関･関係団体と

     連携による行政機関をはじめ、関係機関･関係団体との連携強化による

     循環型社会形成に向けた、環境保全・資源循環啓発事業の推進に努めた。

１９．女性部会・青年部会の活動について

     令和５年度の協会事業はコロナ禍明けで、例年通りの重要な事業が実施でき、

     女性部会、青年部会ともに積極協力をいただいた。

     特に当協会の主要事業である４ブロック研修会、ぐんま環境フェスティバルでは、

欠かせない当協会の部会となっている。

     対外活動として、女性部会は「全国産業資源循環連合会女性部会総会、及び

     女性部会のつどい」に中心的な役割で参加した。

青年部会は「第１２回全国大会 九州大会 in沖縄」に参加、両部会ともに

     群馬県協会の代表として活躍し、存在感を高めた。

２０．その他事業

     １．関係機関の事業支援について

     ２．各研修会･講習会･環境啓発イベントの事業支援について

以上


